
「八代市こども計画」　令和８年度の取組について

基本テーマ１　妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の提供

基本施策 今後の取組 対象事業数

（１）子育てに関する
相談、情報体制の充実 現行どおり実施 5事業

（２）安心して子育て
ができる医療・保健の
充実

現行どおり実施 15事業

見直し（拡充） 1事業

（３）生活習慣の改善
と食育の推進 現行どおり実施 6事業

（４）性と生を学ぶ場
の充実 現行どおり実施 4事業

（５）多様な保育・支
援サービスの充実 現行どおり実施 6事業

新規 1事業

基本テーマ２　地域に根差した多様な育児支援とこども中心のまちづくり　

基本施策 今後の取組 対象事業数

（１）こども・若者が権
利の主体であることの尊
重

現行どおり実施 2事業

（２）世代間や地域で
の交流の機会の提供 現行どおり実施 6事業

見直し（拡充） 2事業

（３）子育て関連団体
の連携強化 現行どおり実施 6事業

（４）子どもや保護者
が集える場所の確保 現行どおり実施 3事業

見直し（拡充） 1事業

（１）確かな学力、豊
かな心、健やかな体の
育成

現行どおり実施 12事業

見直し（拡充） 3事業

（５）子どもが活躍で
きる場の提供 現行どおり実施 4事業

基本テーマ３　「生きる力」を身につけた未来を担うひとづくり　

基本施策 今後の取組 対象事業数

基本テーマ４　こどもの安全確保と生活環境の整備　

基本施策 今後の取組 対象事業数

（２）幼児教育・保育の
質の向上と小学校以降の
教育との円滑な接続

現行どおり実施 3事業

（３）家庭・地域の教
育力の向上 現行どおり実施 7事業

見直し（拡充） 1事業

（１）みんなが安心し
て歩けるまちづくり 現行どおり実施 7事業

（２）子育てしやすい
生活環境の整備 現行どおり実施 4事業

◇拡充事業の概要
1-(2)_不妊治療に対する費用助成の実施

R8年度より、不妊治療の自己負担がより大きな治療に対する助成制度に一部見直しを行い実

施する。

①生殖補助医療（体外受精・顕微授精・男性不妊の手術）：医療保険摘要の治療で、自己負

担額に対し上限５万円を助成。

②【新規】先進医療（保険適用による生殖補助医療と併用して行われる１０割負担の治療）：自

己負担額に対し上限５万円を助成。

※一般不妊治療（人工授精）に対する助成は廃止。

◇新規事業の概要
1-(5)_こども誰でも通園制度の実施

保育所等と連携し体制整備を行い、令和8年度に事業を開始する。制度を必要とする保護者

へ周知し事業を推進する。

◇拡充事業の概要
2-(2)_地域の団体等との連携の推進

2-(2)_地域にある人材の活用による子育て支援の地域づくりの推進

2-(4)_こどもや若者の居場所づくりの推進

R7年度まで実施していた千丁支所での取組を市内全域に展開するため、R8年度予算

でこどもの居場所づくり支援事業を実施予定。

各地域で行われる夏休みの学習の場の提供について、かかる費用の一部を支援する

こととしている。

◇拡充事業の概要
3-(1)_こどもたちが本に親しむ環境づくり（ブックスタート事業）乳幼児期から家庭で絵本

を楽しみながら、心身を育む土台作りを行えるよう、関連機関との協力して事業を継続

する。コロナ渦で中断したブックスタート時の読み聞かせについて、再開を視野に関係

機関に提案する。

3-(1)_こどもたちが本に親しむ環境づくり（お話し会）

子どもが読書に親しめる機会を増やすため、ホームページやSNSでの広報に加え、図書

館内で積極的に声掛けを行い参加を呼びかける。また、ホームページでは新たに「こど

ものページ」を作成し広報を行う。

3-(1)_八代市教育支援センター「くま川教室」の活用・充実

八代市教育支援センター「くま川教室」において、関係機関や関係団体と連携しながら、

不登校児童生徒の保護者を対象とした講演会や交流会を定期的に実施することにより、

保護者の不安の軽減を図るとともに保護者同士の関係づくりを進める。

◇拡充事業の概要
4-(2)_公園や安心して遊ぶことができる遊び場等の整備

市内一円公園維持管理事業により、公園の清掃、遊具のメンテナンスなどを計画的に

実施する。

こどもまんなか公園づくり支援事業により、（仮称）1号街区公園の施設整備、（仮称）2

号街区公園、（仮称）3号街区公園の実施設計を行う（八千把区画整理エリア）。
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見直し（拡充） 1事業

（３）外国にルーツを
持つこどもへの支援の
充実

（３）こどもの有害環境
対策や犯罪防止の推進 現行どおり実施 11事業

基本テーマ５　子育て家庭の生活基盤の安定とワークライフ・バランスの支援　

（２）子育てを支援す
るための多様な働き方
の実現

現行どおり実施 5事業

見直し（縮小） 1事業

基本施策 今後の取組 対象事業数

（１）子育てにおける
男女の意識改革 現行どおり実施 4事業

基本テーマ６　多様なニーズに応じた支援ときめ細やかな取組の推進　

基本施策 今後の取組 対象事業数

見直し（拡充） 1事業

（３）子育て支援サー
ビスの充実 現行どおり実施 7事業

見直し（拡充） 2事業

新規 1事業

現行どおり実施 3事業

（４）ひとり親家庭等
の自立支援の推進 現行どおり実施 7事業

（１）児童虐待防止対
策及び支援体制の強化 現行どおり実施 11事業

（２）家庭や社会にお
ける障がい児の受け入
れ態勢づくり

現行どおり実施 17事業

（５）こどもの貧困対
策の推進 現行どおり実施 3事業

基本テーマ７　若者が幸福な生活を送るための支援　

基本施策 今後の取組 対象事業数

（３）悩みや不安を抱
える若者やその家族に
対する相談支援

現行どおり実施 2事業

（１）若者の自立と社
会参画の支援 現行どおり実施 3事業

（２）若者への結婚に
関する支援 現行どおり実施 1事業

見直し（拡充） 2事業

◇縮小事業の概要
5-(2)_働き方改革の推進

これまでどおり、国、県等から関連事業に関する広報依頼に基づき、働き方改革関連情

報について、市ＨＰへの掲載や市内企業等に対する情報提供を行う。

※「子育て世代等を対象とした在宅ワーカー養成講座」はR7で終了

◇拡充事業の概要
5-(3)_保護者の仕事や病気のための一時預かり支援

【病児・病後児保育事業】

R8年度より病児施設の見直しを実施予定。利用の少ない施設を廃止し、利用ニーズの

高いエリアに施設を新設する予定。

5-(3)_子育て支援サービスの利用促進

各種広報媒体を活用した広報活動の継続に加え、R8年度においては民間サービスを

活用した子育て支援センター等のweb申込に関する実証実験等を予定。

◇新規事業の概要
5-(3)_こども誰でも通園制度の実施

保育所等と連携し体制整備を行い、令和8年度に事業を開始する。制度を必要とする保

護者へ周知し事業を推進する。

◇拡充事業の概要
6-(2)_保育所・幼稚園等における障がい児・医療的ケア児の受け入れの促進

人件費が上昇している状況により、令和４年度から据え置きとなっていた障がい児補助

金及び軽度障がい児補助金の補助単価について令和８年度に増額する。

6-(3)_日本語指導を必要とするこどもが通う小・中学校への日本語指導員の派遣

令和８年度は日本語指導員を１人増やして６人体制とし、外国人児童生徒が十分に日

本語指導を受けられる環境づくりを行うとともに、日本語指導に関する研修会を行うな

どして、外国人児童生徒を受け入れる学校の更なるサポート充実を図っていく。

◇拡充事業の概要
7-(2)_婚活イベントの開催による出会いの場の提供

R8年度においては、定住自立圏である芦北町・氷川町との共同事業として、事業エリア

を拡大する予定。

7-(2)_結婚に関する相談支援の推進

R8年度においては芦北町・氷川町との連携により事業エリアが拡大する予定であること

から、結婚サポートセンター「Lynk」としてもスタッフの増員を図っていく予定としている。


